
「災害時の避難に関する専門調査会」
の設置について

①災害対策基本法上の「避難」の考え方

②避難勧告等の発令基準のあり方

①ハザードに対応した適切な避難場所

②避難所をめぐる課題への対応
● 災害時要援護者対策

災害対応職員の災害対応能力の向上

①わかりやすい防災・災害情報

②防災・災害情報の伝達手段
● 災害時要援護者対策

（２） 避難所のあり方

（１） 避難の考え方の明確化

（３） 避難情報発令のための態勢整備

（４） 防災・災害情報のあり方

災害時の避難に関する専門調査会の設置

８月台風第９号（兵庫県佐用町等）

＜課題＞災害情報の伝達、土砂災害への対応

＜課題＞避難のあり方、中小河川氾濫への対応

（平成21年）

＜課題＞津波避難のあり方、遠地津波への対応

（平成22年）

７月中国・九州北部豪雨（山口県防府市等）

設置の背景と目的

２月チリ中部沿岸地震による津波

主な検討項目

特別養護老人ホームの土砂災害現場
（山口県防府市）

被災して漂流する養殖施設（岩手県大船渡湾）
写真提供：岩手県農林水産部
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